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様式４－１ 附 属 機 関 概 要 

附 属 機 関 名 

（庶 務 担 当 ） 

埼玉県同和対策協議会 

（人権・男女共同参画課 調整担当） 

設 置 年 月 日 昭和４７年１１月１７日 

 

設 置 根 拠 等 

条例設置／執行機関の附属機関に関する条例第２条第１項 

地方自治法１３８条の４第３項 

委員定数・任期 ２６人以内・２年 

 

職 務 内 容 

 

知事の諮問に応じ、同和対策に関する重要事項を調査審議する。 

 

公開･非公開の別 原則公開 

 

 

 

令和５年度の 
活 動 状 況 

 ・開 催 日 

 ・場  所 

 ・議 題 等 

 

開催実績なし 
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様式４－１ 附 属 機 関 概 要 

附 属 機 関 名 

（庶 務 担 当 ） 

埼玉県男女共同参画審議会 

（人権・男女共同参画課 男女共同参画担当） 

設 置 年 月 日 
 昭和５３年１月６日 

（平成１２年４月１日 埼玉県女性問題協議会から名称変更） 

 

設 置 根 拠 等 

条例設置／執行機関の附属機関に関する条例 

埼玉県男女共同参画推進条例、埼玉県男女共同参画審議会規則 

委員定数・任期 ２０人以内・２年 

 

職 務 内 容 

１ 知事の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総

合的な施策及び重要事項を調査審議 

２ 男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、必要に 

 応じ、調査し、及び意見を知事に述べる 

 

公開･非公開の別 公開 

 

 

令和５年度の 
活 動 状 況 

 ・開 催 日 

 ・場  所 

 ・議 題 等 

 

第６４回埼玉県男女共同参画審議会 

 開催日 令和５年８月３０日（水） 

 場 所 あけぼのビル５０１会議室（ハイブリッド開催） 

 議題等 （１）埼玉県困難な問題を抱える女性支援基本計画の 

策定について 

     （２）男女共同参画の推進に関する施策の実施状況に 

ついて 

 

第６５回埼玉県男女共同参画審議会 

 開催日 令和６年１月２２日（月） 

 場 所 オンライン開催 

 議題等 （１）埼玉県困難な問題を抱える女性支援基本計画(案)

について 

     （２）本県の男女共同参画に係る推進状況について 
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様式４－１ 附 属 機 関 概 要 

附 属 機 関 名 

（庶 務 担 当 ） 

埼玉県青少年健全育成審議会 

（青少年課 企画・非行防止担当） 

設 置 年 月 日 昭和５８年１０月１日 

 

設 置 根 拠 等 

条例設置／執行機関の附属機関に関する条例 

埼玉県青少年健全育成審議会規則 

委員定数・任期 １６人以内・２年 

 

職 務 内 容 

・青少年健全育成の総合的施策の樹立に必要な事項の調査審議 

・優良な図書等又は興行の推奨に関する事項の調査審議 

・有害図書、有害がん具等の指定等に関する事項の調査審議 

 

公開･非公開の別 公開  

 

令和５年度の 
活 動 状 況 

 ・開 催 日 

 ・場  所 

 ・議 題 等 

 

■第１回 

 開催日 令和５年６月１６日（金） 

 場 所 埼玉会館５階 ５Ｃ会議室 

 議題等 

 （１）埼玉県青少年健全育成・支援プランの進捗について 

 （２）青少年健全育成施策・取組について 

 （３）オンライン傍聴要領の策定等について 

 

■第２回 

 開催日 令和５年９月６日（水） 

 場 所 さいたま共済会館５階 ５０４会議室 

 議題等 

 （１）令和５年度埼玉県推奨図書について（諮問） 

 （２）埼玉県の非行情勢について  

    

■第３回 

 開催日 令和６年２月１６日（金） 

 場 所 オンライン（Zoom）及び埼玉会館６階６Ｄ会議室 

 議題等 

 （１）都道府県こども計画について 

 （２）いじめ問題対策会議の結果報告について 

 （３）埼玉県青少年健全育成条例の改正について 
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様式４－１ 附 属 機 関 概 要 

附 属 機 関 名 

（庶 務 担 当） 

埼玉県スポーツ推進審議会 

（スポーツ振興課 スポーツ企画・連携担当） 

設 置 年 月 日 平成２３年１０月１８日 

設 置 根 拠 等 

法令任意／スポーツ基本法第３１条 

執行機関の付属機関に関する条例 

埼玉県スポーツ推進審議会規則 

埼玉県部設置条例等の一部を改正する条例 

委員定数・任期 ２０人以内・２年 

職 務 内 容 
スポーツ基本法の定めるところにより、地方スポーツ推進計画その

他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議する。 

公開･非公開の別 公開  

 

令和５年度の 
活 動 状 況 

 ・開 催 日 

 ・場  所 

 ・議 題 等 

【第１回】 

 令和５年１１月２７日（埼玉会館） 

 （１）オリパラ一体の埼玉トップアスリート輩出事業について 

 

【第２回】 

 令和６年３月２１日（埼玉会館） 

 （１）令和６年度の主な事業について 
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様式４－１ 附 属 機 関 概 要 

附 属 機 関 名 

（庶 務 担 当 ） 

埼玉県消費生活審議会 

（消費生活課 総務・企画調整担当） 

設 置 年 月 日 昭和６２年４月１日 

 

設 置 根 拠 等 

条例設置／執行機関の附属機関に関する条例 

埼玉県消費生活審議会規則 

埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例 

委員定数・任期 ２０名以内・２年 

 

職 務 内 容 

 

消費者利益の擁護及び増進に関する重要事項の審議 

 

公開･非公開の別 公開 

 

 

令和５年度の 
活 動 状 況 

 ・開 催 日 

 ・場  所 

 ・議 題 等 

第１回 

・開催日 令和５年７月２８日（金） 

・場所  埼玉会館５Ｂ会議室 

・議題等 

 ・オンライン参加・オンライン傍聴の実施等について 

 ・令和４年度事業者処分等について 

 ・埼玉県消費生活基本計画の推進状況について 

 

第２回 

・開催日 令和６年２月２日（金） 

・場所  知事公館中会議室 

・議題等 

 ・令和５年度上半期の埼玉県消費生活相談の概況について 

 ・令和５年度事業者処分等について 
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様式４－１ 附 属 機 関 概 要 

附 属 機 関 名 

（庶 務 担 当 ） 

埼玉県交通安全対策会議  

（防犯・交通安全課 総務・交通安全担当） 

設 置 年 月 日 昭和46年4月1日 

 

設 置 根 拠 等 

法令必置／交通安全対策基本法第16条 

埼玉県交通安全対策会議規則 

埼玉県交通安全対策会議運営要綱 

委員定数・任期 29名・任期なし  

法第17条第3項第6号の委員の任期は2年（再任可） 

 

職 務 内 容 

法第16条第2項による  

①埼玉県交通安全計画の作成及びその実施の推進  

②県域内の陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画の審議  

 及びその施策の実施の推進  

③関係機関との連絡調整 

 

公開･非公開の別 公開 

 

 

令和５年度の 
活 動 状 況 

 ・開 催 日 

 ・場  所 

 ・議 題 等 

埼玉県交通安全対策会議  

・開催日：令和5年6月26日～7月7日（書面開催）  

・議題等：令和5年度埼玉県交通安全実施計画（案）について 

 


